
管理者の不当労働行為が確定！
「つぼ八裁判」

会社は謝罪文を掲出！！
３月１８日、最高裁判所は不当労働行為救済命令取り消し請求事件（通称

」 、「つぼ八裁判 ）で会社による中労委命令取り消しを求めた再上告を棄却し

現場管理者による脱退工作が不当労働行為に該当するとした中労委命令が確

定しました。会社は、中労委命令に基づき、３月２７日より謝罪文を本社・

新幹線鉄事・東京第一、第二運輸所に掲出しています。

私たち名古屋地本は、ＪＲ東海本社に掲出された「謝罪文」を３月３１日

～４月４日にかけ分会組合員と共に確認してきました。

一日一回二名まで、事前に氏名を通知、許可を得よ、

【会社の謝罪文】撮影１回・・・ｅｔｃ．

会社は、謝罪文の確認

を制限してきました。

その前に、なぜ謝罪文

を貼り出さなければな

らないのか真摯に反省

するべきです。

自らの不法行為＝不当労働行為が原因
であることを自覚せよ！！
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